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行政不服審査法の全部改正に伴う不服申立て制度の変更について 

行政処分に関し国民が行政庁に不服を申し立てる制度（不服申立て）について，①公正性

の向上，②使いやすさの向上，③国民の救済手段の充実・拡大の観点から制定後約50 年ぶ

りに抜本的な見直しがなされ，全部改正された行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）

が平成28 年４月１日から施行。 

 

 

１ 行政不服審査法の見直し概要 

⑴ 審理員による審理手続・第三者機関への諮問手続の導入 

   ・ 処分に関与しない職員（審理員）が両者の主張を公平に審理 

   ・ 有識者から成る第三者機関が審査庁の判断をチェック 

 

 

 

⑵ 不服申立ての手続を「審査請求」に一元化 

   ・ 「異議申立て」手続は廃止され，手続保証の水準が向上 

   ・ 有識者から成る第三者機関が審査庁の判断をチェック 

 

⑶ 審査請求をすることができる期間を３か月に延長（現行60日） 

⑷ 処分庁に上級行政庁がある場合は，最上級行政庁へ審査請求 

⑸ 審査関係人等の処分庁に対する質問が可能に 

⑹ 証拠書類等の写しの交付が可能に 

 

  

資料２ 
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２ 不服申立て状況（当該年度における新規申立て件数） 

          （ ）内は，うち情報公開関係 

年度／種別 異議申立て件数 審査請求件数 合計件数 

Ｈ25 
行政情報公開条例２ 

個人情報保護条例２ 

生活保護法１ 
５（４） 

Ｈ26 

行政代執行法２ 

住民基本台帳法１ 

地方税法10 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律１ 

行政情報公開条例３ 

― 17（３） 

Ｈ27 

（Ｈ28.1.29

現在） 

地方税法２ 

給水条例１ 

行政情報公開条例２ 

― ５（２） 

 

※ 行政情報公開制度及び個人情報保護制度においては，不服申立てに対して，専門性の高

い有識者からなる高知市行政情報公開・個人情報保護審査会による審査制度が確立してお

り，現在も，審理員が行う審理手続と同等の審理を行っている。 

このため，審理・裁決の公正性は確保されていると考えられるため，条例に定めを設け

審理員による審理手続に関する規定を適用除外する。  
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３ 審査請求に係る基本的な事務手続の流れ 

 市税の滞納処分，生活保護法第78 条に規定する不正な手段による生活保護の受給に係る費用等の徴

収に関する処分，一般廃棄物処理業許可に関する処分などの審査請求 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注１ 斜体文字が高知市における担当課等 

注２ 処分庁等には，不作為庁が含まれる。審査請求人等には，審査請求に係る利害関係人（参加人）

が含まれる。 

 

※ 審査会の概要 

 １ 名称        高知市行政不服審査会 

 ２ 審査会の位置付け  地方自治法第138条の４第３項に規定する執行機関（市長）の附属機関 

 ３ 組織        委員５人以内で構成（想定：弁護士２，税理士１，市OB１，学識経験者１） 

 ４ 審議方法等     原則として，諮問案件毎に委員３名で構成する合議体を構成し，調査審議及び

答申作成を行う。 
 

 
審査庁 

(総務部総務課) 

 

処分庁等 
(原処分担当課) 

 

審理員 
(総務部副部長 

又は 

市民協働部副部長) 

 

審査請求人等 行政不服審査会 
 (審査会事務：総務

部行政改革推進課) 

 

原処分 

審査請求 受付 

審理員指名 弁明書の求め 

弁明書の提出 

反論書・意見書

の求め 

反論書・意見書 

の提出 

審理員意見書 

の提出 

裁決案の諮問 

調査・審議 

答申 

裁決 

（申出があれば）口頭意見陳述 

処分庁等及び審査請求人等 

裁決書受領 
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改正行政不服審査法に基づく第三者機関「高知市行政不服審査会」について 

  

項 目 内 容 

第三者機関の設

置根拠，趣旨等 

【第三者機関の趣旨】  

 第三者機関は，審査庁からの諮問を受け，審査請求に対して審理員が行った審理手続の適

正性や，法令解釈を含めた審査庁の判断の妥当性を第三者の立場からチェックし，審査庁に

答申する機関。 

裁決の客観性･公正性を高めるため，既存の第三者機関が事前･事後のいずれかの段階で

関与している等の場合を除き，審査庁に，有識者で構成される第三者機関への諮問を義務づ

けることとされたもの。 

 

【諮問を要しないもの】  

 処分又は裁決の段階で他の第三者機関が関与している（行政委員会による処分等）場合や，

審査請求人等が諮問を希望しない場合，審査請求が不適法であり却下する場合などは，諮問

を要しないこととされている。 

高知市行政不服

審査会 

【名称】  

・ 「高知市行政不服審査会」 

   ※審査会の設置条例制定議案を平成 28 年３月市議会定例会に上程し，平成 28 年４月１日

審査会設置予定。 

 

【審査会の位置付け】  

・ 改正行政不服審査法第 43 条の規定により設置される第三者機関。 

・ 地方自治法第 138 条の４第３項に規定する執行機関（市長）の附属機関。 

 

【審査会の役割】  

・ 審査庁（市長）の諮問により，審査請求に係る審理員意見書，事件記録等の提出を受け

て，審査請求に対する審査庁の判断の適正性・妥当性等について調査･審議し，審査庁に

答申を行う。 

 

【組織】 

・ 市長が委嘱する委員５人以内で構成。 ※原則として常時５人を委嘱することとする。 

 

【会議】 

・ 「審査会」及び「合議体」の 2 種類の会議主体を設ける。 

・ 案件毎の調査審議については，原則３人の委員による合議体で行う。審査会が特に指定

するものについては５人の委員全員による合議体で行う。 

 ※合議体を構成する委員は，審査会が指名する。 

 ※合議体の決議をもって審査会の決議とする。 

 

【調査審議に係る会議開催想定】 

・ 諮問１件につき，①案件確認，論点整理等，②意見陳述の聴取，答申案の検討，③答申

案の決議まで，３回程度の会議開催を想定。 

平成 28 年 2 月 9 日(火) 
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項 目 内 容 

審査会委員に 

ついて 

【委員の位置付け】 

・ 非常勤特別職の公務員 

 

【任期】 

・ ２年 

※委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

 

【人選】 

・ 審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ，かつ，法律又は行政に

関して優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱 

・ 具体的想定 

弁護士   ２名  … 高知弁護士会を通じて推薦依頼予定 

税理士   １名  … 四国税理士会高知県支部連合会を通じて推薦依頼予定 

  市ＯＢ   １名  …  

  学識経験者 １名  …  

 

【報酬】 

・ 日額７，１００円 

※高知市報酬並びに費用弁償条例における「附属機関その他これに類する機関の委員」の報

酬額である 

 

【守秘義務】 

・ 委員は，職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とす

る。  

※「高知市行政情報公開･個人情報保護審査会」と同様の取扱いとし，罰則規定は設けない 

 

審査会の事務局
所管課 

・ 総務部行政改革推進課 

審査会の設置年
月日 

・ 平成 28 年４月１日（条例施行日） 
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